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夏季休業中の学校閉庁日の設定について（お知らせ） 

 

  平素より、本校の教育にご理解、ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。 

  さて、本県では、県内すべての公立小・中・高等学校において、夏季休業中に下記のとおり 

学校閉庁日を設けることとしておりますのでお知らせいたします。 

つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 趣  旨 

・部活動・社会体育等については原則として行わないことにより、子どもたちのリフレッシュ 

を図るとともに、家庭でのふれあいや地域活動への参加などに活用する。 

・教職員の休暇等の取得を促進することにより、教職員の健康増進を図る。 

・夏季における学校の省エネルギーを図る。 

 

２ 閉庁期間 

・週休日等を含めて８月１０日（木）～８月１５日（火） 

 

３ そ の 他  

・学校閉庁期間における学校施設（運動場、体育館）の社会体育及び部活動等への開放は行い 

ませんので、ご了承の程よろしくお願いします。（市内全小・中学校統一） 

・学校閉庁日及び閉庁期間は、問い合わせ等に対する者が学校にいないため、連絡が必要な場 

合は、園田教頭（℡ 090-1083-2452）へご連絡ください。 

   なお、連絡が取れない場合は、島原市教育委員会学校教育課（0957-68-5472）でも対応しま

す。 

・学校閉庁日は、教職員が年次休暇等を取得したうえで設定します。 


